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本日ご紹介する内容
１ 調査の背景

２ 調査の目的と概要

３ 調査結果
（１）ため池の防災対策

（防災重点農業用ため池の指定状況、劣化状況
評価等の実施状況、防災工事の実施状況）

（２）ため池の減災対策
（ハザードマップの作成状況等、避難情報の
住民への周知状況等）

４ 最後に（調査結果の活用）
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１ 調査の背景

出典：農林
水産省ＨＰ
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【一般的なため池の
構造イメージ】

出典：「農業用ため池の管理及び保全に関する法律の
概要」（農林水産省農村振興局、令和元年7月）

【ため池の種類】







○ 令和元年7月に農業用ため池の管理及び保全に関す
る法律（平成31年法律第17号。以下「管理保全法」
という。）が施行

○ 令和2年10月には、防災重点農業用ため池に係る
防災工事等の推進に関する特別措置法（令和2年法律
第56号。以下「特措法」という。）が12年度末まで
の時限立法として施行

➙ため池の防災減災対策の強化が図られている

１ 調査の背景
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○ ため池の決壊等による被害の防止に向けた取組を
推進する観点から、地方公共団体におけるため池の
防災減災の取組の実態、課題等を明らかにすること
により、関係行政の改善に資することを目的として
実施

○ 本省行政評価局・５管区行政評価局等・１行政
評価事務所が、全国11都道府県・66市町村※を対象
に、取組等の状況を把握
※調査対象地域内の防災重点農業用ため池：約3.3万か所（令和5年3月末時点）

○ 調査期間：令和4年10月～6年6月

２ 調査の目的と概要
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【防災重点農業用ため池の指定状況】
防災重点農業用ため池に指定されていないため池計660か所
を抽出し、指定の必要がないか確認

（結果）
○ 2都道府県3市町村では、抽出した30か所のため池のうち13
か所のため池について、低水位管理により貯水量を減らして
いるため、危険性が低いなどの理由により、防災重点農業用
ため池の指定の要否が十分検討されていなかった。
※当該13か所のため池はいずれも、当省の調査を契機として、防災重点農業用ため池として
指定されるなど必要な対応が既に進められている

○ 指定の趣旨・考え方についての地方公共団体の理解が不十
分であることや、住宅等の有無の確認が不十分であることな
どが原因と思われ、今回調査対象としていない都道府県にお
いても起こり得ると考える。

３ 調査結果（１）ため池の防災対策
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【劣化状況評価等の実施状況】
調査対象都道府県の廃止予定のものを除く全ての防災重点
農業用ため池32,494か所の劣化状況評価等の進捗状況を確認

（結果）
○ 一定程度進んでいるが、特措法の有効期間後に地震・豪雨
耐性評価に着手予定のものあり。全ての評価（ひいては防災
工事）の実施には時間を要する状況であり、現段階において
は、評価の結果等を避難行動の判断材料として住民に情報提
供することが重要と考えられる。

３ 調査結果（１）ため池の防災対策
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区分
対象数
【A】

令和12年度まで

の着手予定数
【B】(B/A)

令和4年度末

時点の着手数
【C】(C/B)

令和4年度末

時点の完了数
【D】(D/B)

劣化状況評価

32,494

32,494
(100.0%)

22,060
（67.9%）

19,242
（59.2%）

地震耐性評価
10,006
(30.8%)

5,632
(56.3%)

5,298
(52.9%)

豪雨耐性評価
26,806
(82.5%)

19,786
(73.8%)

17,327
(64.6%)

（注）当省
の調査結果
による。

劣化状況
評価等の
進捗状況



【劣化状況評価等の実施状況】（住民に対する評価情報等の公表（制度概要））
● 都道府県知事は、ため池データベースを整備するとともに、
ため池の名称及び所在地、ため池の所有者等の名称などをイ
ンターネットの利用その他の方法により公表することとされ
ている。 （管理保全法第4条第3項）

● さらに、農林水産省では、ため池周辺の住民に周知し、災
害時の避難行動につなげる観点から、通知により、法定事項
以外の詳細なため池諸元に関する情報や、各種対策の実施状
況に関する情報についても、登録することとしている 。

３ 調査結果（１）ため池の防災対策

12

参考：ため池データベースの例（香川県）



【劣化状況評価等の実施状況】（住民に対する評価情報等の公表）
調査対象都道府県における住民に対する評価結果や防災工事
の実施状況等の公表状況を確認

（結果）
○ 8都道府県は、法令事項に加えて、防災重点農業用ため池の
指定の有無などの情報を追加して公表している。

○ 調査対象都道府県からは、「ため池データベースに記録さ
れた事項を用いて評価結果に基づく対策の必要性の有無を住
民に公表しても、住民に分かりやすくかつ正確に危険性を伝
えるのは困難であると思われるので、どのような内容を公表
すればよいかは悩ましい」といった声あり。

○ 一方、ため池データベースとは別に、防災重点農業用ため
池の劣化状況評価等の結果等を独自に取りまとめて、ＨＰで
公表している都道府県あり。（広島県）

３ 調査結果（１）ため池の防災対策
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【防災工事の実施状況】（所有者不明ため池の取り扱い（制度概要））
● ため池の所有者（管理者を含む。以下「所有者等」とい
う。）が適切に管理していない場合、都道府県知事は適切な
措置を講ずるよう勧告できる（特措法第6条）。

● 勧告を受けても所有者等が措置を講じない場合、都道府県
知事は防災工事の施行を命じることができ（特措法第10条） 、そ
れでも工事を施行しない場合や所有者不明等の場合、代執行
できる（特措法第11条）。

３ 調査結果（１）ため池の防災対策

16





【ハザードマップの作成状況等】（ハザードマップの作成状況及び避難場所等の表示
（制度の概要））

● 市町村長は、その区域内に所在する特定農業用ため池の決
壊に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び
避難路その他の避難経路に関する事項等について、これらを
記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることによ
り、住民に周知させるよう努めるものとされている。（管理保全
法第12条）

● 市町村は、決壊した場合の影響度の大きいため池から優先
し、ため池ハザードマップ （以下「ハザードマップ」とい
う。）の作成及び公表に努めることとされている。（農業用ため
池の管理及び保全に関するガイドライン（農林水産省））

３ 調査結果（２）ため池の減災対策
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【ハザードマップの作成状況等】（ハザードマップの作成状況及び避難場所等の表示）

調査対象市町村における、ハザードマップの作成対象とされ
ている防災重点農業用ため池 8,543か所の令和4年3月末時点
のハザードマップの作成状況を確認

（結果）
○ 4,229か所で策定済み。今後も順次策定される予定。
○ 16市町村（32か所の防災重点農業用ため池）の26か所の指
定緊急避難場所及び指定避難所では、ため池の決壊時に想定
水位まで浸水した場合、使用できない可能性があるにもかか
わらず、ハザードマップに何の注釈もないまま避難場所等と
して表示されていた。

○ 一方で、ハザードマップの中には、決壊地点ごとにパター
ンを分けて掲載し、決壊地点によっては避難場所等が浸水す
る可能性のあることについて注意書きを行うなど、住民への
避難情報の説明を工夫している例あり（次ページ参照）。

３ 調査結果（２）ため池の減災対策
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【ハザードマップの作成状況等】（ハザードマップの作成状況及び避難場所等の表示）

３ 調査結果（２）ため池の減災対策
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出典：大阪府
貝塚市ＨＰ





３ 調査結果（２）ため池の減災対策
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【ハザードマップの作成状況等】（ハザードマップの作成状況及び避難場所等の表示、周知等）

当省の意見
農林水産省は、市町村に対し、ハザードマップについて、

当省の調査でみられたような事例がないか点検を促すととも
に、点検の結果、同様の事例が確認された場合は、以下のよ
うな措置を講ずるよう検討を促すこと。
① 浸水時に使用できないおそれのある避難場所等について
は、適切な説明を加えること。

② 隣接市町村に浸水想定区域が及ぶ防災重点農業用ため池
がみられた場合は、隣接市町村に必要な情報提供を行い、
隣接市町村から情報提供を受けた市町村は、関係する住民
に必要な情報の周知を確実に行うこと。



【避難情報の住民への周知状況等】（ため池に係る避難情報の発令基準の策定状況）

●「防災重点農業用ため池については、防災対策の実施状況、
雨量等を基に避難情報を発令する。」「避難情報に関するガイドライン」（令和3年
5月内閣府（防災担当））

防災重点農業用ため池の避難情報の発令基準策定状況を確認

（結果）
○ 8市町村で策定済みではあるが、内容をみると、7市町村で
は、住民からの通報や現地の巡視等を踏まえて避難情報の発
令を判断としている。

○ 策定していない58市町村では、その主な理由として、ため
池ごとに貯水量や形状、改修状況等が異なり、現時点では直
ちに基準を策定できないことなどを挙げていた。

○ 今後、防災重点農業用ため池の水位などのリアルタイム情
報の把握ができるようになれば、住民の避難行動のための情
報提供がしやすくなるのではないかとの意見あり。

３ 調査結果（２）ため池の減災対策
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【避難情報の住民への周知状況等】（観測機器（水位計、監視カメラ等）の設置状況）

水位計や監視カメラなどため池の現況を把握できる観測機器
を設置しているか確認

（結果）
○ 19市町村166か所で観測機器を設置済み
○ このうち、例えば和歌山県和歌山市では、災害時に水位等
の情報を速やかに提供し、自主避難行動につなげることを目
的に、ため池の観測状況をホームページで公開しており、住
民に分かりやすく周知するため、水位を基準に危険度を4段
階に設定し、段階ごとに色分けをして表示している。

○ 観測機器が未設置の47市町村の多くは、設置後の通信費等
のランニングコストに係る費用負担を課題としているが、観
測機器を設置している19市町村の中には、決壊した場合の影
響度等を考慮し、必要性を十分検討した上で、計画的に設置
を進めている市町村もみられた。

３ 調査結果（２）ため池の減災対策
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○ 管理保全法の附則で、施行後5年を目途として、そ
の施行状況の点検・検証を行うこととされており、
令和6年度が施行後5年目となることから、令和6年5
月、農林水産省に「農業用ため池の管理保全施策の
施行状況の点検・検証に係る委員会」が設置された。

○ その第2回（令和6年7月11日）において、本調査
への対応方針が議題となり（次ページ参照）、9月にとりまと
められた点検・検証結果において、その内容が反映
されているところ。

○ 本調査が、ため池の評価や防災工事の推進のため
の方策の具体的な検討の一助となったところではあ
るが、対策はまだ道半ばであり、今後のため池の防
災減災対策の一層の推進を願っている。

４ 最後に（調査結果の活用）
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４ 最後に（調査結果の活用）

27出典：農業用ため池の管理保全施策の施行状況の点検・検証に係る委員会
第2回委員会【資料2-2】総務省による「ため池の防災減災対策に関する調査結果」に対する対応方針案



ご静聴いただき、ありがとうございました。

結果報告書は、

https://www.soumu.go.jp/menu news/s-news/hyouka 240621000174807.html

又は「総務省 ため池」と入力・検索


